
内閣官房　地域活性化統合事務局

担当省庁
担当課

根拠法令 対応 理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件/代替案の内容とその妥当性・論点など 対応 理由等

206 とやま地域共生型福祉
推進特区

障害者グループ
ホーム等整備事
業

補助制度を活用した障害者グルー
プホーム、ケアホームの増改築の実
施

障害者グループホーム等の増改
築等に対する補助を恒久的制度
とするため、左記要綱に位置付
ける。

厚生労働省
社会・援護
局
障害保健福
祉部
障害福祉課

－ C
○グループホーム等の改築等に対する補助については、障害者自立支援対策臨時特例交付金のう
ちの１メニューである障害者自立支援基盤整備事業で対応しているところであるが、この事業は平成
２４年度までとなっているので、２４年度以降の対応について、真に必要かどうか、今後、慎重に検討
する必要があると考える。

・障害者グループホームの整備が促進されるよう、現行の基金事業の成果を踏まえ、基金事業終了後も改築等に対して助成されるよう改
善願いたい。

指定自治体が、年度ご
とに必要な所要額につ
いて、厚生労働省への
予算要求を検討すると
ともに、事業の拡大実
施に向けて引き続き検
討していく。

Ⅳ

207 とやま地域共生型福祉
推進特区

地域共生ホーム
（富山型デイサー
ビス）施設の設置
促進のための支
援事業

地域共生ホーム（富山型デイサービ
ス）施設の設置促進のための支援
事業

高齢者、障害者、児童等多様な
利用者を同時にケアする富山型
デイサービスでは、職員の負担
が大きいことから、「地域共生加
算（仮称）」の創設等、介護報酬
上の特段の措置を求める。

厚生労働省
老健局振興
課
社会・援護
局
障害保健福
祉部
障害福祉課
雇用均等・
児童家庭局
保育課

介護保険法
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に
関する基準　等

Ｃ
（上
段）

Ｂ
（下
段）

○介護サービスの質の評価は介護保険制度全体の課題であり、研究・実証を経ないま
ま、通所介護において認知症状の改善度等を介護報酬として評価することは困難であ
る。平成２３年１２月に取りまとめられた社会保障審議会介護給付費分科会の審議報告
において、「介護サービスの質の向上に向けて、具体的な評価手法の確立を図る。ま
た、利用者の状態を改善する取り組みを促すための報酬上の評価の在り方について検
討する。」とされたところである。
　ご提案は、高齢者・障害者・児童を受け入れて交流することの効用として認知症状等
が改善するとのことだが、障害者等の交流により改善が図られたのか、当該取組がなく
ても改善が図られたのかについての客観的な比較が不可能であり、研究・実証を経なけ
れば根拠たり得るデータとして用いることは困難であると考える。

○介護保険法改正により、平成24年４月１日より、地域密着型サービスの介護報酬につ
いて、厚生労働大臣の定める上限の範囲内で、厚生労働大臣の認可によらずに、市町
村の裁定によって、全国一律の介護報酬額を超える独自報酬を設定できることとしたと
ころであるので、地域共生ホーム（富山型デイサービス）を小規模多機能型居宅介護事
業所として行う場合、こうした制度もご活用可能である。

Ｃ

○本年2月に厚生労働省主催で開催された全国担当課長会議（H24.2.20障害保健福祉関係主管課長会議、H24.2.23全国介護保険・高齢
者保健福祉担当課長会議、H24.2.27全国児童福祉主管課長会議）において、共生型サービスの取組みについては、次の効果が期待され
るとしており、厚生労働省も地域共生ホーム（富山型デイサービス事業所）における利用者の効用については認めている。
　本県の提案は、厚生労働省が認めている共生型サービスの効果の適切な評価を求めるものであり、認められれば、厚生労働省が会議に
おいて説明された地方の実情に応じた創意工夫ある取組みの、より一層の普及促進につながるものと考える。
＜課長会議で示された効果（３会議共通）＞
　・子どもと触れ合うことで、自分の役割を見つけ、意欲が高まることによる日常生活の改善や会話の促進という高齢者や障害者への効果
　・お年寄りや障害者など他人への思いやりや優しさを身につける成育面といった児童への効果
　・地域住民が持ちかけてくる様々な相談に応じる、地域住民の福祉拠点になるという地域への効果

○地域密着型サービスの介護報酬について、本年４月から一定の範囲内で市町村が全国一律の介護報酬額を上回る報酬額を独自に設
定できるようになったことは承知しているが、本県のほとんどの富山型デイサービスは、小規模多機能型居宅介護事業所ではなく通所介護
事業所で行われており、市町村独自報酬の対象とならないことから、本提案を行ったものである。

・富山型デイサービス事
業所の多くは通所介護
事業所であるという指
定自治体の回答をふま
え、厚生労働省は通所
介護事業所に対する介
護報酬上の措置を協議
されたい。

Ⅲ

208 とやま地域共生型福祉
推進特区

富山型デイサービ
ス施設支援事業

地域共生ホーム（富山型デイサービ
ス）施設の設置促進のための支援
事業

指定障害福祉サービス事業者と
同様のサービスを行っているも
のの、報酬上、評価されていな
いことから、加算適用を求めるも
の。

厚生労働省
社会・援護
局
障害保健福
祉部
障害福祉課

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サー
ビス等及び基準該当障害福祉サービスに要す
る費用の額の算定に関する基準　等

C
○基準該当生活介護サービス等については、指定障害福祉サービスとしての基準は満
たしていないものの、介護保険事業所等の基準を満たす事業所で市町村が認めたもの
につき、特例的に給付費が支給される仕組みであり、一方、報酬加算は指定基準を満
たした上で、適切な支援や質の高い事業者を評価するものであることから、基準該当
サービスを加算評価することについては、内容について慎重な検討が必要である。

Ｃ

　地域共生ホーム（富山型デイサービス事業所）は、障害者の自立した生活や社会参加を促進する上で、大きな役割を担っている。
　障害者自立支援法上は、富山型デイサービス事業所は基準該当であるが、サービスの質の確保を担保するための十分な人員を配置を
した上で、指定事業所と同じ加算の対象となるサービスを行っている。
　特に、送迎加算については、特別支援学校が休みのときなどに、障害児の受け皿となっており、仕事を持つ保護者などから強い要望が寄
せられている。また、欠席時対応加算についても、利用者が欠席した場合には、保護者等と連絡を取って状況を確認し、サービス利用を促
しているところである。また、食事提供体制加算は「基準該当」についても認められていることから、欠席時対応加算など、実質的にサービ
スを提供するものであれば、加算は可能であると考える。
　このように、富山型デイサービス事業所においても、利用者の視点に立った質の高いサービスを提供でき、利用者に提供されるサービス
の質を高めるために設けられた加算を基準該当事業所においては適用しないという理由はなく、また、加算を認めることにより、富山型デイ
サービスのより一層の普及や利用者が地域において受けられるサービスの充実につながるものと考える。
　このため、特区内（富山県全域）において、富山型デイサービス事業所に対して、指定事業所と同様に加算を適用できるよう、国の財政支
援を要望するものである。

・基準該当であっても加
算対象となっている
サービスの提供は可能
であるが、加算評価さ
れないためにそのサー
ビスを提供できないの
であれば、受益者の観
点から、平等性が損な
われるのではないかと
考えられる。
・指定自治体は、加算
によって何が向上する
のか、使途・効用などを
説明する必要がある。
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総合特区名称整理番号

国際戦略総合特別区域及び地域活性化総合特別区域における財政上の支援措置の改善提案に対する国と地方の協議の結果について（書面協議）

内閣府整理（コメント欄）
（4/3時点）

内閣府整理
Ⅰ～Ⅳ
Ⅰ：実現が可能となったもの
Ⅱ：実現に向けた条件、代替
案等の検討を継続して行うも
の
Ⅲ：実現不可能なため、各省
に対して深堀の検討を依頼
するもの
Ⅳ：指定自治体で代替案を
含む提案内容の再検討を行
うもの

提案事項名 提案事項の具体的内容（１） 提案事項の具体的内容(2)

国と地方の協議【書面協議】　担当省庁の見解（3/9時点）
（対応欄　Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む。）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：指定自治体が検討）

国と地方協議【書面協議】　指定自治体の回答（3/22時点）
（a:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れられない　ｄ：その他）



内閣官房　地域活性化統合事務局

対応 理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件/代替案の内容とその妥当性・論点など 対応 理由等

206 とやま地域共生型福祉
推進特区

障害者グループ
ホーム等整備事
業

補助制度を活用した障害者グルー
プホーム、ケアホームの増改築の実
施

障害者グループホーム等の増改
築等に対する補助を恒久的制度
とするため、左記要綱に位置付
ける。

- - - -

厚生労働省から、障害者グループホーム
等の増改築等に対する補助については、
平成24年度まで障害者自立支援基盤整備
事業で対応しており、今後補助が必要かは
検討すべきとの見解が示された。協議を踏
まえ、指定自治体は事業の拡大実施に向
けて引き続き検討していくこととしたため、
一旦協議終了。

Ⅴ

207 とやま地域共生型福祉
推進特区

地域共生ホーム
（富山型デイサー
ビス）施設の設置
促進のための支
援事業

地域共生ホーム（富山型デイサービ
ス）施設の設置促進のための支援
事業

高齢者、障害者、児童等多様な
利用者を同時にケアする富山型
デイサービスでは、職員の負担
が大きいことから、「地域共生加
算（仮称）」の創設等、介護報酬
上の特段の措置を求める。

B

平成24年６月１日の富山県知事と津田政務官との面会協議でご理解いただいたとおり、介護報酬に係るご要望につ
いては、サービスの質を評価するものとして、客観的なデータを基に介護給付費分科会の議論を経て決めているも
のであることから、現段階で、直ちに報酬等で評価することは困難である。
　また、ご指摘の「宅幼老所」をはじめとする共生型サービスについては、本年２月に実施した全国介護保険・高齢
者保健福祉担当課長会議等において紹介しているところであるが、これは現行の制度でも実施可能であり、実際に
他自治体における共生型のサービスでは、介護保険法（介護報酬）、障害者自立支援法（自立支援給付等）、児童
福祉法（事業費補助金等）などを活用し、地域の実情に応じた創意工夫ある取組を実施されているところである。

c

　本県では、現在、富山型デイサービスを提供している事業所は、介護保険給付に加え、自立支援給付（基
準該当生活介護）、乳幼児の一時預かりに対する運営費の補助を受けているところである。
　本年２月に厚労省で開催された「全国の担当課長会議」においては、共生型サービスによる高齢者、障害
者、児童、及び地域への様々な効果が示されているが、地域共生ホーム（富山型デイサービス事業所）では、
これまでの取り組みにより、厚労省の上記担当課長会議で示された効果が実現しているものと認識している。
　また、これらの効果を生み出すサービスを提供するためには、要介護等の高齢者、障害者及び児童に対応
するための職員の資質の向上など、地域共生ホーム（富山型デイサービス事業所）ならではの努力がなされ
ているところである。
　ついては、次回の報酬の見直しにまでには、富山型デイサービスの効果、事業所の努力に対する加算措置
が実現するよう、引き続き協議を行ってまいりたい。

厚生労働省から、介護報酬への評価につ
いては、客観的なデータを基に介護給付費
分科会の議論を経る必要があり、現段階
で対応困難である旨の見解が示された。一
方で指定自治体は、これまでの富山型デイ
サービスの取組によって、様々な効果が示
されていることから、遅くとも次回の報酬改
定で評価するよう要望している。
今回の協議の中で結論を得ることは時間
的に困難であることから、一旦協議を終了
することとする。
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208 とやま地域共生型福祉
推進特区

富山型デイサービ
ス施設支援事業

地域共生ホーム（富山型デイサービ
ス）施設の設置促進のための支援
事業

指定障害福祉サービス事業者と
同様のサービスを行っているも
のの、報酬上、評価されていな
いことから、加算適用を求めるも
の。

Ｃ
（
上
段
）
Ｂ
（
下
段
）

 基準該当サービスについては、指定障害福祉サービスとしての基準は満たしていないものの、介護保険事業所等
の基準を満たす事業所で市町村が認めたものにつき、特例的に給付費が支給される仕組みであり、一方、報酬加
算は指定基準を満たした上で、適切な支援や質の高い事業者を評価するものであることから、基準該当サービスを
加算評価することについては、内容について慎重な検討が必要である。
　ただし、今回の報酬改定で創設した送迎加算は、各都道府県において基金事業で対象として認められていたもの
は加算の対象として認めることを基本的考え方としており、この考え方に照らし、基準該当事業所が実施する送迎で
あっても、基金事業において都道府県知事が必要と認めていた基準により実施される送迎については、その範囲内
で加算の対象とすることができることを明確化した。

c
上
段

a
下
段

　地域共生ホーム（富山型デイサービス事業所）は、障害者の自立した生活や社会参加を促進する上で、大
きな役割を担ってる。
　また、障害者自立支援法上は基準該当事業所であるが、サービスの質を確保するための十分な人員を配
置した上で、指定事業所と同様のサービスを提供している。
　利用者の視点に立った質の高いサービスを提供していることの評価である加算を基準該当事業所に適用し
ないという合理的な理由はないことから、送迎加算以外の加算についても、引き続き協議をさせていただきた
い。

　送迎加算については、本県の要望が実現することから、評価したい。

厚生労働省から、基準該当事業所であっ
ても、基金事業において都道府県知事が
認めていた基準により実施される送迎につ
いては加算対象となる旨の見解が示され
た。
送迎以外の加算について、今回の協議の
中で結論を得ることは時間的に困難である
ため、一旦協議を終了する。

Ⅳ

提案事項名

国際戦略総合特別区域及び地域活性化総合特別区域における財政上の支援措置の改善提案に対する国と地方の協議の結果について（再書面協議）

整理番号 総合特区名称
内閣府再整理（コメント欄）

（7/31時点）

内閣府再整理
Ⅰ～Ⅴ
Ⅰ：実現が可能となったも
の
Ⅱ：平成25年度概算要求
等の検討がなされるもの
Ⅳ：見解の相違から協議
を一旦終了するもの
Ⅴ：自治体が再検討又は
取り下げるもの等

国と地方の協議【再書面協議】　(7/31時点）
（対応欄　Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む。）、Ｂ：現行制度で対応可能、C：対応しない、Ｚ：指定自治体が検討）

国と地方の協議【再書面協議】　指定自治体の回答（7/31時点）
（対応　a：了解、b：条件付き了解、c：受け入れられない、d：その他）

提案事項の具体的内容（１） 提案事項の具体的内容(2)
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